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皿　「大きな政府」的国民統含策を超えて

　筆者が以前から持 っていたケインズ批判の一論点は，ケイソズ型のマクロモデルでは ，

杜会階層別，企業階層別の視角からの諸方程式が内生化されていないがために，そうし

た階級 ・階層分析が行い得ず，それゆえに，階層級 ・階層視点が不可欠な現代の政治経

済分析が出来ない，という点であ った。そして ，実際，筆者はこうした分析を可能とす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
る計量経済モデルを作成し，そのモデルを使 った政策 シミュレーション を行 った 。

　しかし ，上記のような階級 ・階層別の視点の意義を確認しつつも ，その「モデル」と

「政策 シミュレーショノ」：政策的含意にも以下のような２つの問題点が存在したことを

承認したい。すなわち ，

　１）階級 ・階層分析視点の一つの政策的帰結であるところの，いわゆる「民主的改

　　革」路線＝実質的には消費主導 ・中小企業主導政策の効果は主として短期的なもの

　　であり ，そのため景気回復策としては有効であ っても長期の構造調整策等の供給側

　　の政策としては有効性を持たない。むしろ，絶えざる長期の産業構造の転換の促進

　　は主に大企業によっ て担われている先端産業の育成によらねぼならないのであ って ，

　　その意味では「消費主導 ・中小企業主導政策」には大きな問題がある 。また，いわ

　　ゆる「民主的改革」の内需主導型の政策運営も昨今のような貿易不均衡の是正とい

　　う一時期の処方簑としては意味を持つが，もしそれが経済の国際化＝世界的規模で

　　の杜会的分業の拡大を否定するものであるなら ，国際的相互依存の拡大という歴史

　　法則に照らせぼ必ずしも進歩的な政策とはいえない 。

（２４７）
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　２）「現実的な政策」とは，決して単たる「良い政策」ではなく ，政治的に実現可能

　　な＝政治的基盤を持つ政策である ，という点である 。そして ，そうしたサイドから

　　「消費主導 ・中小企業主導政策」の現実性がチ ェックなされなけれぱならないので

　　ある 。

　本稿では，以上のような間題意識に基き，現実の政治過程に定着した政策体系として

の臨調路線と対比しながら ，進歩的な政策体系の在り方を検討する 。具体的には，まず

第Ｉ節て現実の国民統合策を長期的構造転換への対応として位置付け，そのうえにた っ

て第皿節でｒ消費主導 ・中小企業主導政策」の現実性を検討する 。そして最後に，第皿

節で新しい政策体系の基本的な在り方とその考え方を展開する 。

　　１）拙稿ｒ民主的政策の階層別効果一杜会階層別計量モデルによる分析一」置塩信雄 ・野沢正

　　　徳編ｒ日本経済の数量分析』大月書店，１９８３年所収
。

Ｉ． 「政策転換」の階級 ・階眉分析

　筆者は，「臨調」以降の現在の路線が従来とは根本的に異なる国民統合をめざしたも

のだと考えており ，政府のそうした国民統合策の転換の背景には，経済的杜会的構造自

体の長期のスパンでの大きな変容があ ったと考えている。本節では，杜会経済的構造転

換の一つの結果として臨調路線がうちだされていることに対して階級 ・階層別の視点が

どの程度に説得力があるか，を検討する 。

　杜会発展の必然的な傾向の第一は，絶えざる技術革新，生産性向上による農業従業人

口（などの旧中間層）の減少である 。そして ，これは，戦後「農民政党」的性格を持ち続

けた政府与党としては，自らの支持基盤の縮少を意味するものであ った。実際，政府与

党の農業保護政策がその支持率向上に結びついて行なわれて来たことについては，たと

　　　　　　　　　　２）
えぱ，高梁喜一郎の研究があり ，また，その結果としての農民人口と政府与党支持率と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
の間の相互関係については多くの指摘があるところである 。ところが，そこへ ，一 その支

持基盤たる農民人口の減少か生じたのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
　このため，政府与党の政策の中心は農民の支持を期待する諸政策から次第にはなれ ，

とりわげ近年，労働者の支持を期待するそれへと変化してきている。特に，中曽根総裁

が１９８６年の自民党全国研修会で，「大体都市に大半特に都市郊外に庄んでおる都市の市

民層三あるいは，新しい青年，あるいは婦人の層，こういう有権老の４割を占める ，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
の浮動票の層」を「新しいお客さん」として支持者にしなければならたいと講演し ，そ

（２４８）
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の直後から ，「サラリーマノ 減税」と大型間接税導入の税制改革案が具体化されたこと

は極めて興味深い 。

　そしてまた，こうした産業 ；人口 構造変化の一環としての「農村部の都市化」が

「『農村部』選出の自民党議員の関心を，通常都市部の問題と考えられていた問題に向け
　６）
させ」てきているのである 。

　第２に，杜会発展の必然的な傾向としての資本主義の世界的発展：「国際化」と各国

資本主義の不均等発展は国際的な摩擦を引き起こさざるをえないが，これもまた，政府

与党の政策転換の重要な要因とな っている 。すなわち，日米貿易摩擦のなかでのアメリ

カの対日要求の中心が次第に農産物 ・牛肉 ・コメ 等に移動してきており ，政府は自動車

・電機等輸出関連産業の利益を守るためにはこうしたアメリカの要求に譲歩せざるを得

なくなる 。その中で，傾向としては保守勢力と農民層との協調が弱化せざるを得ないの

である 。

　なお，政府の第３世界対策 ＝ｒ環太平洋経済圏」構想やＰＥＣＣ（太平洋経済協力会議）

の拡充構想もまた，この国際化の文脈で理解される 。途上国も含めた諸国の不均等発展

の中での産業の国際的再配置政策として ，その再配置を自国優位のものにしようという

意図の間の衝突と調整が諸政府間で繰り広げられているのである 。そして ，その際に最

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
後の政治力として軍事力の強化もまた推進されている 。ここまでくれぼ，臨調路線は単

なる経済政策の体系としてではなく ，軍事戦略をも含むものとして位置付けられなけれ

ばならないであろう 。

　杜会の必然的傾向としての第３に，教育水準の向上と封建的価値規範の崩壊があげら

れるが，この傾向は諸個人が自らの利害の自己認識をすることを通じて，共通利害を持

つ杜会的諸階層の組織化の進展と ，その「経済合理的」行動様式の定着とをもたらした 。

自らの個別利害と矛盾する諸政策を支持するには何等かの「経済合理的」ではない価値

規範を必要とする 。そして ，従来の日本では特に農村において封建的非合理的価値規範

が自民党の安定支持を可能としてきた。しかしそれが崩壊したとなれば，いよいよ政権

政党は諸階層への融和政策の体系を整備しなけれぼならない。そして ，これが臨調路線

であ ったのである 。

　また，臨調路線の経済的イデオ ロギ ーの中心は，「日本人は消費を抑えて投資に励ん

だから今の繁栄を得た。国際的摩擦の激しい今こそ賃上げを少なくし ，物価と雇用を改

善しよう」あるいは，「財政再建のためには増税か歳出削減のどちらかを呑まねばなら

ない」というものであ った。特に後者は，国民世論が臨調行革に対して各論で反対しつ

（２４９）
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つも総論では結局賛成せざるをえなくした論理であるが，この論理はそれ自体としては

まっ たく正しく ，一定の大局的判断能力を持つ国民には合理的に理解されるものである 。

臨調路線において上記のイデオ ロギ ーの宣伝が強化されたのも ，一つの杜会的必然であ

る国民の合理的判断能力の一定の向上を前提としているのである 。

　さらに，第４に，杜会発展は必然的に寿命の延長と子供の減少，したが って人口の高

齢化をもたらす。そして，日本の将来に確実に予想されている高齢化は，現行の年金制

度， 医療制度等の杜会保障制度の自動的延長を不可能にしているのであ って ，この場合

には「増税」か杜会保障の「受益者負担」かの二者択一しかあり得ない。ここで，臨調

路線は後者を選択したのであるが，これは上記の意味では単たる政府の急な政策転換な

のではなく ，「杜会構造の転換」がその基礎的条件であることに注意しなければならな

い。 ここでも ，長期的構造転換策としての臨調路線の性格がみられるのである 。

　　２）高橋喜一郎 ・山本博之「政治における支持率関数」『公共選択の研究』第２号，１９８２年
。

　　３）たとえば，農民など旧中間層人口（＝総人ロー労働者人口）と自民党得票率との間の高い

　　　相関関係については，統計指標研究会『統計日本経済分析下』新日本出版杜，１９７８年 ，第１５

　　　章Ｅ －５図（２９０べ 一ジ）がある 。

　　４）高橋喜一郎 ・山本博之，前掲論文，８７ぺ 一ジでは，「都市化が進行し ，農家の比率が低下

　　　したこと」や「専業農家と比較して ，兼業農家の割合が増大したこと」などによっ て， 与党

　　　議員の政策的関心が有利な米価政策（生産者米価引上げ政策）から離れてきていることが述

　　　べられている 。

　　５）この講演の全文は，『中央公論』１９８６年１１月号に掲載されている
。

　　６）Ｇカーチス『ｒ日本型政治」の本質一自民党支配の民主主義』ＴＢＳフリタニカ ，１９８７年
，

　　　６７べ 一ジ 。

　　７）政府与党の政策が７０年代中葉以降，「サラリーマノ」志向となり ，またその結果として

　　　「労働組合員のレベルにおいても ，全民労協や単産の動向，自民党の協調的行動を反映して ，

　　　次第に自民党に対する支持率もしくは容認率が上昇して来ている」ことについては，辻中豊

　　　「労働界の再編と８６年体制の意味一労組 ・自民 ・政府三者関係１９７５～８７年一」ｒレヴ ァイアサ

　　　 ン』第１号，１９８７年，参照 。

１． 階級 ・階眉分析視点の限界

　しかし，筆者がもう一つの構造的諸転換として強調したいと考えるところの個人主義

的価値規範の発展については，上記のようた「新しい統合」の構図の中では説明できた

い。 このことが同時に重要とな ってくる 。すなわち，先に述べた杜会的利益集団の組織

化が進展する一方で，そのまっ たく逆の傾向として集団的組織原理の後退＝杜会的諸集

（２５０）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）団の弱化＝個人主義的価値規範の生長の諸特徴もみられるのである 。つまり ，諸利益集

団の経済的融和の体系としてのみ新たな国民統合が提起されてきているのではないので

ある 。

　実際，有権者が投票を行なうときの政党，候補者の判断材料の中には，経済政策のみ

ならず，安全保障や政治倫理などの様 々な政治 レベルの諸政策が含まれる 。「アフガン

問題」や「ソ 連の脅威」論などのキャンベ ーン を通じて初めて ，現在の政治的な国民統

合が成功しているのであ って ，この傾向はとりわけ高度成長期以降に強化されたとする

政治理論が多く見られる 。たとえば，薮野祐三は，高度成長後の「豊かな杜会」への到

達による ，「財の数量＜欲しい人の数」から「財の数量＞欲しい人の数」への変化のも

とで，政治構造が経済的利害の調整を中心とする「配分的紛争」のものから，経済的利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）害から離れた「価値的紛争」のものへと変化したと説いている 。そして ，さらに，中野

実もまた，この間の国民的統合の中心が，イデオ ロギ ー・ 政治 ・軍事へと移 ってきてい
　　　　　　　　　１Ｏ）
ることを主張している 。

　しかし ，このような国民統合の政治的統合，イデオ ロギ ー的統合の側面は，薮野のい

うような単なる「豊かな杜会」の到来にだけ起因するものではなく ，安定的な政権党が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１ 〕

本来的に「広範で多岐にわたる杜会層に大きく依存する政党」でなければならないとい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）１３）う点，いわゆるｒ包括政党」としての性格にも起因するものである 。

　したが って ，このことは，現在の「行政改革」路線に代わる他の国民統合戦略もまた
，

それが単なる経済的融和策としては不可能であり ，政治的 ・イデオ Ｐギ ー的なサイドか

らの統合戦略を持たねぼならないことを示唆している 。そのことを，階級 ・階層視点か

らの政策分析の帰結であるところの「消費主導 ・中小企業主導政策」の現実性というサ

イドから検討してみよう 。

　この「消費主導 ・中小企業主導政策」の基本は，経済的負担を大企業と大資産家に集

中し ，軍事費を削ろうというものであるが，このうち，大資産家へのたとえぼ課税強化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
は現実にはさほど大きな財源をもたらさないと考えられるので，ここでは，大企業への

負担強化と軍事費削減を行な ったときに，諸階層にどのような利益と不利益が生じるか

を考えてみよう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
　第１表及び第２表は筆者の作成した「杜会階層別計量 モデル」で，それぞれ，大企業

から中小企業へ１兆円の発注転換を行 ったとき ，及び，大企業増税 ・中小企業減税を１

兆円行 ったときの効果を示している 。前者は同一の物（例えぼ道路）の発注先を大企業

から中小企業へ転換する政策の効果でもあるが，大軍需企業への発注をやめ中小企業に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５１）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
杜会的に有用な物を発注する政策の効果でもある 。

　　　　　　　第１表大企業から中小企業への発注転換の効果

単　位 ７５年度 ７６年度 ７７年度 ７８年度 ７９年度 ５年平均

生　　産 ７５年価格１０億円 一１５９ ．１ 一７０２ ．３ 一６７３ ．６ 一７２０ ．２ 一７９２ ．１ 一６０９ ．５

大
設備投資 ７５年価格１０億円 一８

．２ 一８１ ．９ 一６０ ．７ 一６８ ．５ 一８１ ．９ 一６０ ．２

企 税引後利潤 １０億円 一８３ ．４ 一３９７ ．３ 一２６０ ．６ 一２７６ ．７ 一３５５ ．３ 一２７４ ．７

業 労働者賃金 万円／人 一０．４８ 一３ ．９２ 一５ ．３８ 一６ ．４９ 一８ ．４２ 一４ ．９４

雇用　者 万人 一０
．３

一１
．６

一１
．３

一２
．９

一３
．９

一２
．０

生　　産 ７５年価格１０億円 １， ７６０ ．３ １， ６３７ ．６ １， ８２１ ．４ １， ２３４ ．７ ８７３ ．８ １， ４６５ ．Ｏ

中
設備投資 ７５年価格１０億円 ４１０ ．４ ４６０ ．４ ３７０ １９ ２４５ ．６ １３８ ．Ｏ ３２５ ．１

小
税引後利潤 １０億円 ７６０ ．４ １１ ，１７３ ．７ ７９９ ．０ ３７６ ．７ １１９ ．７ １， １０５ ．７

企
労働者賃金 万円／人

２． ２６ ３． ９５ ３． ６９ ２． ５２ １． ７３ ２． ８３

業

雇用者 万人
３１ ．２ ４３ ．５ ３２ ．２ ２０ ．１ １５ ．５ ２８ ．５

マ
国民総生産 ７５年価格１０億円 １， ８３９ ．０ ２， １７３ ．８ １， ６０６ ．４ ７１２ ．４ １４８ ．４ １， ２９６ ．０

ク

口 雇用者所得 １０億円 １， ２１０ ．９ １， ８３３ ．２ １， ５２８ ．２ ８４６ ．５ １０９ ．７ １， １０５ ．７

指
総就業者 万人

３１ ．４ ４４ ．１ ３２ ．６ １７ ．１ ７． ７ ２６ ．６

（注）表の数値は，７５年度以後，大企業から中小企業に政府支出を１兆門発注転換した場合に予想された政策効

　果 。

　　　　　　　　第２表　大企業増税，中小企業減税の効果

単　位 ７５年度 ７６年度 ７７年度 ７８年度 ７９年度 ５年平均

生　　産 ７５年価格１０億円 １．

６
８．

６ １３ ．２ １４ ．９ １４ ．８ １０ ．６

大
設備投資 ７５年価格１０億円 一２０４ ．１ 一１９０ ．３ 一１９７ ．４ 一１９３ ．０ 一１９４ ．８ 一１９５ ．９

企 税引後利潤 １０億円 一９９７ ．３ 一９６８ ．９ 一９４６ ．７ 一９３１ ．９ 一９２２ ．７ 一９５３ ．５

業 労働者賃金 万円／人 ０． ０２ 一０ ．１０ 一０ ．４６ 一１ ．２２ 一２ ．４９ 一０ ．８５

雇　用　者 万人 Ｏ ０． ５
１．

３ ２． ４ ３． ６
１．

６

生　　産 ７５年価格１０億円 ３２ ．１ ６３ ．３ ６８ ．７ ５６ ．７ ４４ ．６ ５３ ．１

中
設備投資 ７５年価格１０億円 ２４２ ．８ ２３３ ．９ ２３２ ．５ ２３９ ．１ ２４３ ．９ ２３８ ．４

小
税引後利潤 １Ｏ億円 １， Ｏ１７ ．２ ９９９ ．６ ９７５ ．９ ９３４ ．９ ９０６ ．０ ９６６ ．７

企

業
労働者賃金 万円／人 ０． ０２ ０． １１ ０． １６ ０． １６ ０１ １６ ０． １３

雇　用　者 万人
０． ６

１．

０
１．

２
１．

０
０． ８ ０． ９

マ
ク 国民総生産 ７５年価格１０億円 ３９ ．２ １１１ ．３ １０９ ．３ １０３ ．６ １００ ．７ ９２ ．８

口 雇用者所得 １０億円 ２４ ．７ ７３ ．Ｏ １０４ ．４ １１７ ．１ １２２ ．２ ８８ ．３

指
総就業者 万人

０． ６
１．

７
２． ７ ３． ５

４． ４ ２． ６

（注）表の数値は，７５年以後大企業法人税１兆円増額，中小企業法人税１兆円減額を同時に行った場合に予想さ

　れた政策効果 。

　この第１表と第２表ではともに実質ＧＮＰと総雇用者の増大がもたらされているから ，

総じて好ましい政策といえる。しかし，こうした政策が，大企業のｒ企業自身」にとっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
て大きな痛手となるのは当然であるにしても ，大企業労働者の賃金や雇用の減少をもも

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５２）
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たらしていることには注意しなけれぼならない。さらに，ここでの問題はこうした政策

がはたして政治的に可能であるか，ということである 。

　理論的には，上記の政策が実施されうるのは以下の３つの場合である 。

　（ｉ）大企業資本家層，同労働者層の反対を押し切るに足る結束力が他の諸階層にある

場合 。

　（ｉｉ）大企業労働者の力が圧倒的に企業内で強く ，大企業への負担強化のほとんどを資

本家側に転嫁しうる場合 。

　（ｉつ大企業労働者が一定の経済的不利益をも受容して ，階級 ・階層同盟を意図する場

合。

　しかし ，上記の（ｉ）のケースのように，大企業労働者層が決定的に離反した下では
，

「消費主導 ・中小企業主導政策」の国民統合は不可能であろうと思われる
。

　そして ，もし ，そうであれぼ，「消費主導 ・中小企業主導政策」の国民統合戦略に残

された道は，大企業労働者の企業内での力が強まる程度に応じた，また，彼等が固の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）意味での大局的視野を持つ程度に応じたレベルの前記の諸政策の実施でなければならな

いことになる 。このように，「消費主導 ・中小企業主導政策」には限界があるのであ っ

て， この「限界」の枠が緩められたり ，受け入れられたりするには，大企業労働者層に

おける ，あるいは他の諸階層における一定の個別利益の自己抑制がなけれぼならないこ

とになろう 。

　こうした自己利益の抑制を，グラムシは「労働者階級のヘゲモニー」と 口乎んだ。すな

わち，「ヘゲモニー を行使するには」他の「諸集団の利益と傾向を考慮に入れること
，

妥協による均衡がかたちづくられること ，つまり ，指導集団が経済的，同業組合的秩序
　　　　　　　１９）
を犠牲にすること」が必要となる 。

　ただし ，こうした自己利益の抑制や「犠牲」はその本来の性格からして自己目的とさ

れるものではなく ，他の優先する目的が存在して初めて成立する 。たとえ ，「自己犠牲」

それ自体を目的とする人間が存在したとしても ，少なくとも ，それは杜会的大量現象と

して決定的なものにはならず，結局，そうした多少の経済的不利益を考慮の外におくに

たるだけの他の非経済的諸要求がなくてはならない。つまり ，たとえ，「消費主導 ・中

小企業主導政策」という政策体系が（本稿冒頭にみたような諸問題がありながらも）選択さ

れたとしても ，それが安定的に国民の支持を得るにはそれ自身の経済的融和政策だけで

は不可能であり ，他の政治的 ・イデオ ロギ ー的側面からの統合が必要とな ってくるので

ある 。

（２５３）
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　こうした非経済的諸要求としては，自由や自立の要求，参加 ・連帯の要求，環境保護

の要求や安全保障の要求があり ，また，政治倫理の遵守や教育改善等を求める要求もそ

の一つであろう 。そして ，こうした要求がその本来の性格からして ，各個別経済階層だ

けのものではなく ，「全国民的」なものでもあることが重要である。言い換えれば，こ

れらの諸要求が満たされないもとでは，「搾取され，抑圧されている大衆が今までどお

り生活できない」だげではなく ，「搾取者が今までどおりに生活し，支配することがで
　　２０）

きない」という ，そういう種類の諸要求である 。

　実際，諸外国における政権交替などにおいて果たした非経済的＝政治的 ・イデオ ロギ

ー的諸課題の重みは大きい。たとえば，ミッ テラン政権成立時の「参加」や「自主管

理」のスローガン およびババンドレウ ・ギリシャ 政権成立時のＮＡＴＯ脱退公約，フィ

リピン革命での反政治腐敗＝「正義と自由」スローガン ，そして ，ベトナムでの「民族

独立」要求，イタリアでの離婚禁止法反対の大運動などもその一つであり ，そもそも ，

１９１７年の ロシア革命でさえもが，「パン」や「土地」とともに「平和」を求める要求の

上に立つものであ ったのである 。

　　 ８）拙稿ｒ自由主義価値規範への２つの対応としての丁ポスト ・モダソ』と新自由主義」［立

　　　命館経済学』第３６巻第２号，１９８７年，第１節参照 。

　　 ９）薮野祐三『先進杜会：日本の政治一ソシオ ・ポリティクスの新地平』法律文化杜，１９８７年
，

　　　第６章 。

　　 １０）中野実ｒ保守党支配体制の再編成課程」『講座現代資本主義国家３』大月書店，１９８０年
。

　　　中野はこの中で，保守勢力の「攻勢」が高度成長型の＜経済的ナショ ナリズム ＞から ，その

　　　後の＜政治 ・軍治的ナショ ナリズム ＞の動員へと変化していると述べている 。

　　１１）Ｇ．カーチス ，前掲書，５０べ 一ジ 。

　　 １２）臨調路線型の政府与党の国民統合戦略は農民や自営業者層，公務員などの経済的利益を排

　　　除したものである 。しかし ，なお，その経済的利益統合の対象が多数であるという点では

　　　「包括政党性」をもっ ているのである 。

　　 １３）例えぱ，猪 口考は次のように述べている。すなわち，ｒ自民党の投票ブ ロックは潜在的に

　　　　も現実的にも利益が衝突している集団をいくつも抱えているので，自民党がこれらの雑多な

　　　杜会集団を最も効率よく動員するためには，むしろ自民党がもたらすことのできる特定の具

　　　体的な便益を強調し，日本の国土，文化，歴史に深く根さした感覚にアヒールすることか重

　　　要なのである 。ここでこのような感覚とは多くの日本人がその幼少時を過ごした農村，日本

　　　の海，川，山の四季を通じた美しさ ，日本の村落の共同体的性格，日本人であることの誇り ，

　　　過去に共有された辛苦などである。実際，特定の政策的イシ ュー について自党の立場を明確

　　　　にしたり ，特定のイデオ ロギ ーに訴えたりしては自民党のような大きな包括的政党にとっ て

　　　　はかえ ってマイナスなのである 。」（猪口考「選挙と公共政策一一党優位体制下の多元的競

　　　争政治の実証分析」ｒレヴァイアサソ』第１号，１９８７年，９５べ 一ジ）なお，ここで猪 口は

（２５４）
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　　「特定のイデオ ロギ ー」による統合でもないと説くが，「日本の国土，文化，歴史に深く根ざ

　　した感覚」による統合も広い意味での一種のイデオ ロギ ー統合である 。

１４）たとえば，国民税制調査会のｒ５８年度税制改正に関する提言」におけるｒ所得税関係」の

　増税提案は１０００億門であり ，「その他」の項目の「富裕税の新設」をたしても７２００億円であ

　　り， 「法人関係」の増税提案１兆９２００億円の４割に満たない。国民税制調査会編『行政改革

　　と税財政』学陽書房，１９８３年，２１３～４ぺ 一ジ 。

１５）拙稿「民主的政策の階層別効果一杜会階層別計量モデルによる分析一」置塩信雄 ・野沢正

　徳編『日本経済の数量分析』大月書店，１９８３年，参照 。

１６）８８年度予算の防衛費（防衛庁及び防衛施設庁予算）は３兆５千億円であるが，このうちの

　約半分は隊員給与 ・糧食費である 。したが って ，もし ，すべての装備の運用，発注，製造を

　中止することができれぼ，２兆円程度の財源ができる 。ただし ，こうした政策を実施するに

　は現在とは相当異な った防衛問題に関する国民的合意が必要である
。

１７）大企業労働者の雇用減は発注転換の場合のみである
。

１８）階級 ・階層間の力関係を無視し ，この政策転換の大きさをあまりに過大言平価することは危

　険である 。そうした過大評価は，チリの経験でも明らかなように，経済破壊とクー デター へ

　の最短距離である 。この点については，相葉洋一「チリ人民連合政府三年間の経験」置塩信

　雄 ・野沢正徳編『講座　今日の日本資本主義　第１０巻，日本経済の民主的改革と杜会主義の

　展望』大月書店，１９８２年，参照 。

１９）『グラムシ選集１』合同出版杜，１９６１年 ，１２４べ 一ジ 。

２０）　レーニンｒ共産主義内の『左翼主義』小児病」『レーニン 全集』第３１巻，人月書店，１９５９

　年，７３ぺ 一ジ 。

皿． 「大きな政府」的国民統合策を超えて

　ところで，政治的にも安定的に実現可能な政策体系＝「国民統合」策が以上のような

理由によっ て必ずしも経済的融和政策の体系ではなく ，少なくとも経済的融和策として

の性格がすべてではないのなら ，政府は経済的には「小さな政府」「安価な政府」であ

ることができる 。「消費主導 ・中小企業主導」の短期的政策体系が一つのケインズ主義

批判であ ったのと同様に，あるいはそれ以上に，政府の経済政策上の役割を小さくみる

こうした「小さな政府」論もまた，ケインズ主義への重大な批判である 。

　政府の経済政策上の役割がいわれているほど大きくないことは，たとえぼ労働時間の

規制についてもいえるように思われる 。すなわち，「労働時間の短縮」という経済的目

標の達成のために政府が行なう政策としての労働時間規制の効果は極めて限界があるの

である 。そのことは１９８３年の西ドイツ ，イタリア ，オランダ，ポルトガルの法的な週労

働時間規制（所定内）が日本と同じ４８時間であるにもかかわらず，それら諸国の年間労

（２５５）
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働時間がそれぞれ１６６０時間，１６６０時間 ，１６５０時間，１７６０時間で，日本の２０９０時間と比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
にならないほどに短いことに端的に表現されている 。国家の（労働時間規制に対する）政

策がほぽ同一のものであ っても ，これだけ現実（の労働時間の長さ）に差があるのである 。

また，実際，たとえぱ，この１０年間の日本の年問所定内労働時間が，１９７８年の１９５５時問

から１９８７年の１９３３時間に２２時間も短縮しているにもかかわらず，年間総実労働時間が逆

に７８年の２１０１時間から８７年の２１１１時間へと１０時間も増大していることは，週労働時間の

規制の強化だけでは現実の時間短縮につな＝がらないことを示している 。

　こうした差異は，いわゆる「市民杜会」内部の構造に根ざしたものと思われる 。すな

わち，人 々の意識の中にどれだけ共同体的なものが残存し ，個別企業（「会杜共同体」）へ

の共同体的忠誠心かどれだけ強いか，　般的な賃金水準と必要生活費との関係かとうで

あり ，それゆえ長時間労働への個別労働者のインセソティブがどれだけ強いか，等など

によっ て労働時間の長さが決められているのである 。

　また，最近の地価急騰に対して政府政策の介入を求める声が多く見られるが，このこ

とも「大きな政府」論を支持する論拠とはならたい。なぜなら，この地価急騰の原因自

体が「市場の失敗」によるものではなくｒ政府の失敗」によるものであるからである 。

つまり ，それ自体軍事膨脹などの「政府の失敗」の一つであるアメリカの対日貿易赤字

を解消するために日米両政府が行な った協調利下げ（日本の超低金利）と ，それにもかか

わらず改善したいアメリカの産業力とドル不信の下で，日本の余剰資金のはけ口が「土

地」以外に見いだせなくな ったこと 。このことと無関係には今回の地価急騰は論ぜられ
　２２）

ない 。

　もちろん，その原因が政府の政策自体にあるにせよ ，い ったん矛盾が露呈した以上 ，

それへの政策介入が必要になる場合は多い。しかし，それはその本来の原因であるとこ

ろの「政府の介入」「政治の介入」を解消するという展望を持った介入でなげればなら

ず， その意味で一時的限定的なものでたければならないのである 。

　　　　　　　　２３）
　筆者はすでに別稿でマルクス主義の国家論に触れて「そもそも ，マルクス ・レーニン

の描いた新杜会は，決して『大きな政府』の存在するそれではなく ，［ついに発見され

た政治形態』としてのバリ ・コンミューン型の『安価な政府』の杜会にほかならず，ま

た， その先には『国家の死滅』が予想されるようなものであ った筈である 。」と述べた 。

そして ，また他方，たとえは，同和施策をめくる諸議論の中でも ，その貧困家庭を救済

するような個人給付について ，それがたくても貧困家庭を解消することができるように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
なるための「その制度自体をなくすための制度」であるとする議論が出されてきている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５６）
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これらは全て単なるアナ ロジー ではなく ，本質的関連を持った問題だと思われるのであ

る。

　こうした問題は原理的には次のような問題として理解できるように思われる 。すなわ

ち， 労働時間のケースでは「市民杜会」の，そして ，地価のケースでは「経済杜会」

（これも「市民杜会」の一部として理解されることもある）の領域がそれらを本質的根源的に

規定するものであるということ 。そして ，したが って ，もちろん，それらの諸領域に対

する国家：上部構造の反作用的影響は存在するが，しかし ，それは本質的に「反作用」

でしかなく ，「経済杜会」を土台として発生した「政治」も最終的には「杜会」に再吸

収されるものとしてあるという事情である 。

　従来の歴史的過程の中で，国家が経済過程に強力に介入した一つの典型的な例は後進

国における幼稚産業の保護である 。しかし ，これも ，歴史的大局的にみるならば，世界

資本主義の「周辺」における部分的一時的政策であり ，言い換えれぼ，他の先進地域で

はその産業がより発展しているという世界的ｒ経済」構造（ｒ政治」構造ではないことに注

意）を前提とし ，かつ，その産業が「幼稚」の段階にある一時期のものにすぎない。す

なわち，要するに，杜会構成体全体の法則的発展の一通過点として国家：政治の反作用

があるのであ って ，「政治」の完全に独立した意図がいかようにも杜会構成体を造り上
　　　　　　　　　　　　　　２５）
げる ，というのではないのである 。

　こうした問題領域は，宇野理論に代表的な経済政策論上の客観主義とブハーリソ的な

主意主義との対立の問題でもある 。すなわち，「経済政策を一定の歴史段階における必

然的なものとのみとらえ，その必然性や客観性を分析することを経済政策論の課題とす
２６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）
る」考え方と「政府がどのような政策でも打ち立てられるかのような考え方」との「両
　　　２６）
極の傾向」をどう回避するか，という問題でもある 。

　その点では，「自由とは自然的必然性の認識にもとづいて ，われわれ自身ならびに外

的自然を支配することである」というエノゲルスの自由論の正確な理解が決定的である
。

すなわち，「必然性」（法則性）と無関係には人間の実行可能な選択がないことはもちろ

ん， 人間の主観的な意志が完全に自由でありながら，なおかつ歴史の「鉄の必然性」に

沿っ てのみ，杜会全体としての意志が運動しうること ，言いかえれば，「必然性の認識」

に人 々が自由に：必然的に到達することが重要である 。たとえば，先の労働時間の例で

も， 「杜会の意志」にみえた時短を妨げているのが実は会杜共同体意識などのまさに

「杜会の意志」それ自身であ ったことは次のように考えられる。すなわち，「主観」が

「対象」に対してその法則を無視した「支配」が不可能なだけではなく ，「主観」が杜会

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５７）
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全体の「主観」に対してもまた無制限に「支配」できないことを意味し，それゆえ ，

「杜会の客観的運動法則（必然性）」がｒ『自由な』主観＝意識の客観的運動法則（必然

性）」によっ て， より根源的に規定されていることを意味する 。

　しかし，もちろん，このことは，主体たる人間が，その属するｒ杜会」とｒ意識」の

両老における「自然的必然性の認識にもとづいて ，われわれ自身ならびに外的自然を支

配すること」を妨げるものではない。その全く逆に，「物質的杜会関係とイデオ ロギ ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
的杜会関係との間の関係のそれ自身客観的な分析」にもとづいて，そうした必然性を認

識した人間が大量現象として「自由に」生成し，また，その必然性（たとえぱ，前述の個

人主義の発展）に沿 って「自由に」自然や杜会が変革されることを意味する 。そして ，

まさに，経済政策的な選択もそのようなものとして ，存在するのであ って ，「杜会の変

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
革とは，主体としての杜会全体が実際にどう変化していくかの問題で……ある 。」

　したが って ，上記のような「小さな政府」論は，決して「政治」の全面的な否定を意

味する「無政府」主義ではなく ，一時的限定的な政治の役割，それ自身の否定の過程を

担うものとしての政治の役割，必然性：法則性の枠内での政治（政策）の役割は承認す

る。 いずれにせよ ，ケイソズ主義的た「大きな政府」論は，杜会階層別視点からも批判

されるが，それだけではなく ，本稿におけるような経済政策の役割の限界性を見ること

によっ ても批判されなければならないのである 。

　　２１）この数字の一次資料は，Ａ．Ｄｏｙｅ１１ｅ，“Ｄｕｒｅｅ　ｄｕ　ｔｒａｖａｉ１ ，”

Ｔｍ閉〃〃Ｅ刎〃ｏ以Ｎｏ・ １２
，

　　　 ｐｐ．１６－８であり ，藤本武ｒ日本の労働時間」基礎経済科学研究所編丁労働時間の経済学』

　　　青木書店，１９８７年，３３ぺ 一ジに再掲されている 。１９８０年の数字であるが，１９８３年のそれと大

　　　差ないと考えられよう 。

　　２２）田中一行「土地『私権制限』は果たして必要か」丁東洋経済　臨時増刊　近代経済学 シリ

　　　　ーズ』１９８７年１１月２６日号も土地の需給分析を通じて地価問題への政府介入の限界性をのべ ，

　　　野 口悠紀雄「土地問題に関する『政治の失敗』」丁レヴ ァイアサン』第２号，１９８８年も ，現在

　　　の政治のメカニズム が土地問題の解決で「失敗」することを述べている 。

　　２３）拙稿ｒ代替的な数量モデル研究の過程と展望」『立命館経済学』第３６巻第３号，１１２ぺ 一ジ 。

　　 ２４）たとえぱ，地域改善対策協議会の同和施策への提言「今後における地域改善対策につい

　　　　て」（１９８６年１２月１１日）は，従来の施策においては「同和関係者の自立，向上の精神のかん

　　　　養という視点が軽視されてきた」結果，「個人給付的施策の安場な適用や，同和関係者を過

　　　　度に優遇するような施策の実施」によって「同和関係者の自立，向上を阻害」してきたこと

　　　　を批判的に総括している 。こうした視点は，杉之原寿一「地対協丁意見具中』の積極面と問

　　　　題点」「部落』１９８７年１月号などによっ て， 積極面として評価されており ，運動の面におい

　　　ても影響をあたえている 。

　　　　　また，福島利夫「労働者の自立とは舳こか」『経済科学通信』第５０号，１９８６年や真田是

（２５８）
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　「生活における疎外と退廃の現代的様相（上）（中）（下）」『科学と思想』第５３，５４ ，５５号
，

　１９８４年，１９８５年でも ，同和地域住民や障害者の自立の必要性が強調されており ，その方向に

　資さない施策への批判が述べられている 。

２５）この例をもう 一一つ挙げておきたい。現在 アメリカの経済危機の打開策が様 々に論じられて

　いるが，私見では，ほとんどいかなる政策もその危機を打開しえないように思われる 。たと

　えぼ，財政赤字を放置すれぱインフレでドル暴落を招き ，また，財政赤字解消策は国内需要

　減退から恐硫を招くだろう 。こうした事態は，まさに，経済政策の良し悪しでは解決されな

　い歴史的衰退過程にアメリカが存在することを示しており ，法則外的な「意志」には左右さ

　れない 一一国の資本主義 システムの歴史法則的運動法則の存在を予想させる 。

　　 この点については，「株暴落は政治に対する市場の反逆」との香西泰の言葉が示唆的であ

　る 。香西泰「世界経済の安定に責任を果せ」ｒ現代総研』第１４３号，１９８８年，新年特集号，３

　～５べ 一ジ 。

２６）川口 清史「経済政策と経済法則一対案戦略の現実性について一」『立命館産業杜会論集』

　第２０巻第４号，１９８５年 ，１８べ 一ジ 。

２７）向井俊彦「歴史の必然性と主体」『唯物論』第７号，１９７７年，７７ぺ 一ジ 。

２８）向井俊彦，前掲論文，７５べ 一ジ 。

（２５９）




